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ガイドラインの適用範囲
※国史跡江戸城外堀跡及び
江戸城外堀跡より200mの範囲

JRJR四ツ谷駅谷駅

靖国靖国通り

神楽坂
神楽坂通り

JRJR市ヶ谷駅谷駅

JR飯田橋駅JR飯田橋駅
駅間駅間

駅前駅前

迎賓館迎賓館

新宿新宿通り

駅間駅間

駅間駅間
200m
200m

JR四ツ谷駅

東京都指定の眺望点

東京都指定の眺望点

駅間

検討区域

駅前 駅前 駅前 駅前

駅間駅間 駅間

新宿区

千代田区

靖国通り

新宿区

千代田区

神楽坂通り

JR市ヶ谷駅

JR飯田橋駅
駅間

駅前

迎賓館

新宿通り

駅間

駅間

凡 例 駅前区間への
眺望

都市の骨格となる水や緑の連なりを
維持・向上する
（史跡江戸城外堀保存管理計画書）

東京都指定の
眺望点

エリア別景観形成
ガイドラインの眺望点

規制区域
風致地区 全面禁止

都道 外濠環状線の沿道

都道 外濠環状線の沿道

道路から展望できる広告物で

道路から展望できる広告物

条例第6条第1項第2号 自家用広告物の適用除外あり

1.赤色光を使用するもの（表示面積
の1/20以下且つ5㎡以下は除く
2.点滅するもの（緩慢なものを除く）
3.露出したネオン管を使用するもの

自家用広告物の適用除外あり

告示第151号

告示第151号

市ヶ谷、弁慶橋、明治神宮内外苑付近

神楽坂1丁目～四谷1丁目

四谷1丁目～港区元赤坂2丁目

禁止事項など

200m

駅間駅間
駅前駅前

駅前駅前駅間
駅前

駅前

駅前駅前駅前
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屋外広告物に関する
景観形成ガイドライン

（区全域・地区別）

景観まちづくり相談員
等の活用

ABC bldg.

ABC

事前相談

新宿区景観まちづくり条例第10条

建築基準法の確認申請　建築基準法第6条

行為の届出等 　景観法第16条第1項等

行為の着手

行為の完了

完了の届出　新宿区景観まちづくり条例第14条

変更届出

景観事前協議

景観事前協議書の提出

景観法第16条第2項

●行為の種類、建築物の規模により指定される日
までに協議を開始（条例規則第4条）

○勧告（法第16条）
○変更命令（法第17条）

●着工の30日前までに届出
（法第18条第1項）　　

●変更箇所着工の30日前までに届出
（法第18条第2項）

※景観まちづくり計画及び景観形成ガイド
ラインに定める事項に適合しない場合

○ 要請（条例第11条）
○ 勧告・公表（条例第15条）
※景観まちづくり審議会へ付議

※景観まちづくり計画に定める事項に適合しない場合

30日間
ABCD
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ABC bldg.

ABC

事前相談

東京都屋外広告物条例の
許可申請

東京都屋外広告物条例第8条等

行為の着手

行為の完了

景観事前協議書の提出
新宿区景観まちづくり条例第10条

完了の届出
新宿区景観まちづくり条例第14条

●許可申請の15日前までに協議を開始
（条例規則第4条）

※景観まちづくり計画及び景観形成ガイド
ラインに定める事項に適合しない場合

○要請（条例第11条）
○勧告・公表（条例第15条）
※景観まちづくり審議会へ付議

AB
CD

ABCD

ABCD

屋外広告物に関する景観形成
ガイドライン

（区全域・地区別）

景観まちづくり相談員
等の活用

景観事前協議
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SHINJUKU BUILDING

ABCD

ABCD

ABCD

ABC
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ABCD

ABCD

SA
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B
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D
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C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

に
は
ろ
い

に
は
ろ
い

SA
LE

h=33m以下
第一種住居地域
第二種住居地域

h=52m以下
近隣商業地域
商業地域
準工業地域

h
広告物等一面の表示面積
商業地域内＝100m2以内
商業地域外＝50m2以内

cafe cafe
5m以上

窓や開口部をふさがない

同一の広告は、間隔を
5m以上あける

建物の外郭線から
突出しない

A
（広告塔）

B
（広告板）

C
（広告板）

E

）
板
看
袖
（

F

）
幕
告
広
（

D

）
板
看
植
建
（

総表示面積
  A+B+C+E+F

  総壁面面積

※別途、52mを超える場合
の基準があります。

a

b

d

ha

b

d

h

P

ABC

Parking 利用案内

24H

新宿太郎

ABC不動産

電柱・街路灯柱利用広告電柱・街路灯柱利用広告

広告旗広告旗 はり紙はり紙

ABCD BUILING

ABCD

M

S

A
B
C
D

A
B
C
D

ABCD

A
B
C
D

A
B
C
D

ABCD
CD

Pin

広告板広告板

宣伝車・車体利用広告宣伝車・車体利用広告

広告幕広告幕

広告板広告板

広告塔広告塔
広告塔広告塔

アーチアーチ

アドバルーンアドバルーン

標識利用広告標識利用広告
立看板等立看板等

広告板（突出型）広告板（突出型）

小型広告板小型広告板

店頭装飾店頭装飾

プロジェクションマッピングプロジェクションマッピング

cc
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